
証券コード 5259
2023年12月11日

（電子提供措置の開始日2023年12月４日）

株 主 各 位
東京都港区愛宕二丁目５番１号

ＢＢＤイニシアティブ株式会社
代表取締役社長 稲 葉 雄 一

第１回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上の下記ウェブサイトに「第１回定時株主総会招集ご通知」として電子

提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

https://bbdi.co.jp

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲

載しておりますので、下記の東証ウェブサイトにアクセスして、当社

名または証券コード(5259)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類

/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行

使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書

類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返

送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)におい

て賛否をご入力されるか、いずれかの方法により2023年12月25日（月曜日）午後６時

までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2023年12月26日（火曜日）午前10時（開場 午前９時30分）

２．場 所 東京都港区西新橋一丁目６番15号

ＮＳ虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）

ＡＰ虎ノ門 11階 ルームＢ

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
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３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第１期（2022年10月１日から2023年９月30日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書

類監査結果報告の件

（注）当社の第１期事業年度は、2023年４月３日から2023年９月30日までであり

ますが、当連結会計年度は2022年10月１日から2023年９月30日までであります。

２．第１期（2023年４月３日から2023年９月30日まで）計算書類報

告の件

決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の

件

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬決定の件

第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

４．その他招集にあたっての決定事項
・代理人による議決権の行使は、議決権を有する株主の方１名に委任する場

合に限られます。その場合、代理出席される株主様の議決権行使書用紙と
ともに、代理権を証明する書面（委任状及び代理人により議決権を行使
される株主様の議決権行使書用紙）を会場受付にご提出ください。

・インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インタ
ーネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に
行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

・議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思
表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の
規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報
告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であり
ます。

・事業報告の一部
・連結計算書類の連結持分変動計算書及び連結注記表
・計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
を掲載させていただきます。

◎株主の皆様へ株主総会後にご郵送いたしておりました株主通信は、廃止することと
いたしました。なお、決議ご通知につきましてはご郵送させていただきます。何卒、
ご了承賜りますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申し上げます。

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を

貼らずにご投函ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表

示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせてい

ただきます。

行使期限 2023年12月25日（月曜日）午後６時まで

2023年12月25日（月曜日）午後６時まで

2023年12月26日（火曜日）午前10時
（開場　午前９時30分）

インターネットで議決権を行使される場合

株主総会にご出席される場合

パ ソ コ ン 、ス マ ー ト フ ォ ン か ら 議 決 権 行 使 サ イ ト

（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用

紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入力いた

だき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、本定時株主総会当日に会

場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

また、本招集ご通知をご持参ください。

日 時

場 所 東京都港区西新橋一丁目６番15号
ＮＳ虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）
ＡＰ虎ノ門11階ルームＢ
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見本

見本

スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

1.QRコードを読み取る

議決権行使書副票（右側）

2.画面の案内に従って
　賛否をご入力する

「ログイン用
 QRコード」はこちら▼

・スマートフォン機種によりQRコードでのログイン
が出来ない場合があります。QRコードでのログイン
が出来ない場合は、次頁の記載のご案内に従ってロ
グインしてください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使期限

2023年12月25日（月曜日）
午後６時まで

インターネットにより議決権を行使される場合は、
下記事項をご確認のうえ、行使していただきますよ
うお願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）または
インターネットによる議決権行使のお手続きはいず
れも不要です。

議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取
ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
(「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。)

議決権行使サイトについて
①インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指

定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくこ
とによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱
いを休止します。）

②インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイル
スソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxy
サーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用
できない場合もございます。

③インターネットによる議決権行使は、2023年12月25日（月曜日）の午後６時まで受
け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら
ヘルプデスクへお問い合わせください。
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議決権行使ウェブサイト
1.議決権行使ウェブサイトに

　アクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の副票

　（右側）に記載された「ログインID」

　及び「仮パスワード」を入力

3.「新しいパスワード」と

　「新しいパスワード（確認用)」

　の両方に入力

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

https://evote.tr.mufg.jp/

＜ご注意事項＞

・株主様以外の第三者による不正アクセス
（“なりすまし”）や議決権行使内容の
改ざんを防止するため、ご利用の株主様
には、議決権行使サイト上で「仮パス
ワード」の変更をお願いすることになり
ますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログイ
ンID」および「仮パスワード」をご通知
いたします。

【複数回にわたり行使された場合の議決権
の取り扱い】

①郵送とインターネットにより重複して議
決権を行使された場合は、インターネッ
トによる議決権行使の内容を有効として
取り扱わせていただきますのでご了承く
ださい。

②インターネットにより複数回にわたり議
決権を行使された場合は、最後に行使さ
れた内容を有効とさせていただきます。

【議決権行使サイトへのアクセスに際して
発生する費用について】

・議決権行使サイトへのアクセスに際して
発生する費用（インターネット接続料金
等）は、株主様のご負担となります。

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック

「送信」をクリック

ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に
記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

0120-173-027
インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。
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事 業 報 告

(2023年４月３日から)2023年９月30日まで

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当社は2023年４月３日付で単独株式移転によりナレッジスイート株式会社

（以下、「ナレッジスイート」という。なお、提出日現在は「ブルーテック株式

会社」。）の完全親会社である純粋持株会社として設立されましたが、連結グル

ープの範囲に実質的な変更はないため、ナレッジスイートの2022年９月期を比

較情報として用いております。また、当連結会計年度の連結計算書類は、単独

株式移転により完全子会社となったナレッジスイートの連結計算書類を引き継

いで作成しております。

なお、当社は2023年６月１日付で、連結子会社であるナレッジスイートが有

する株式の一部を当社に承継させることを目的に、会社分割（吸収分割）を実

施しております。

また、2023年６月１日付で、当社の子会社であるナレッジスイートと当社の

子会社（孫会社）である株式会社ＤＸクラウドは、ナレッジスイートを存続会

社、株式会社ＤＸクラウドを消滅会社とした吸収合併を行い、商号を「ブルー

テック株式会社」に変更しております。

― 6 ―

2023年11月30日 18時54分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響が徐々に落ち着きを見せ、各種行動制限の緩和により経済活動の正常化が一

段と進み、景気の緩やかな回復傾向の兆しがみられましたが、不安定な世界情

勢の長期化による物価上昇、資源・エネルギー価格の高騰、欧米におけるイン

フレ加速に伴う政策金利の引き上げ等により、依然として経済活動の先行きは

不透明な状況となっております。

当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症を機に、大企業

に加え中堅・中小企業においてもテレワークが定着し、デジタルトランスフォ

ーメーション（ＤＸ）への機運の高まりによる営業ＤＸ化が広がってまいりま

した。また、生産労働人口の減少に伴うＩＴ人材の採用課題やＩＴ人材不足へ

の懸念が増加している状況において、当社グループの提供サービスへの需要は、

より一層高まっているものと認識しております。

このような状況下において、当社は2023年４月３日付で株式移転の方式によ

り設立され、持株会社体制へ移行したことにより、事業ポートフォリオの再構

築を進め投資利益率と成長性を重視する経営方針を明確にしました。成長性、

収益性の低い不採算事業・サービスからの撤退、新規事業の立ち上げにより経

営資源の適正配分を行い、経営における選択と集中を進めました。その結果、

子会社であるブルーテック株式会社が保有するSaaSプロダクトにおいて、お客

様のＤＸニーズに適した販売戦略の大幅見直しを決定し、一部のソフトウェア

について特別損失を計上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上収益は3,570,969千円（前期

比10.4%増）、営業利益は22,577千円（前期比81.6%減）、税引前当期利益は

10,318千円（前期比90.5%減）、親会社の所有者に帰属する当期利益は30,969千

円（前期比73.6%減）となりました。
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セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（ＤＸセグメント）

当セグメントは、ＢｔｏＢ向け営業支援ＳａａＳビジネスアプリケーション

「Knowledge Suite(ナレッジスイート)」を中心とした自社開発ＳａａＳプロダ

クトの提供及び顧客企業をカスタマーサクセスへ導く導入支援コンサルティン

グサービスである「セールステック事業」、ＢｔｏＢ向けマーケティング支援サ

ービスを提供する「マーテック事業」、及び俳優等のタレント肖像をサブスクリ

プションで提供する広告体験サービスの「タレントテック事業」で構成されて

います。

当連結会計年度においては、リード獲得チャネルの選択と集中により効率的

なマーケティング・プロモーション活動を継続し、インサイドセールス体制を

新たに立ち上げることで受注効率の高いリード（見込み顧客）獲得の拡大を図

り、商談受注効率を高めてまいりました。そして、Ｍ＆Ａによりグループジョ

インした各社がセールステック事業及びマーテック事業に加わり、当連結会計

年度より開始したタレントテック事業が加わったことで、グループサブスク契

約件数（※1）は3,641件（前年同期比40.0%増）となりました。また、新たに開

始したタレント肖像サブスク広告体験サービス「BUSINESS BOOST（ビジネスブ

ースト）」、「Knowledge Suite」と高い相乗効果を発揮するBtoB営業リスト作成

サービス「Papattoクラウド（パパットクラウド）」等、その他グループ会社が

提供するサービスの同時提案やクロスセルといった取り組みを進め、ＡＲＰＡ

（※2）は437,545円となり増加基調で推移いたしましたが、事業の選択と集中に

より収益性・成長性の低いＯＥＭ事業から撤退したことから、ＳａａＳ売上収

益は前期比34.4％増、グループサブスク ＡＲＲ（※3）は1,593百万円となりま

した。

これらの結果、売上収益は1,758,991千円（前期比20.4％増）、セグメント利

益は280,795千円（前期比14.0％増）となりました。
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※1 当連結会計年度末時点のグループサブスク（ＯＥＭ除く）契約件数。

※2 ＡＲＰＡ：Average Revenue Per Accountの略。1契約企業あたりの

平均年次経常収益。

※3 グループサブスク ＡＲＲ：ＯＥＭを除く当社グループが提供する全て

のＳａａＳ・サブスクリプションサービスにおける各四半期末時点の

ＭＲＲの12倍で算出。

ＡＲＲはAnnual Recurring Revenueの略。年次経常収益。

ＭＲＲはMonthly Recurring Revenueの略。月間経常収益。

（ＢＰＯセグメント）

当セグメントは、顧客企業へＩＴ人材によるシステム開発サービス（ＳＥＳ/

システムエンジニアリングサービス）を提供する「ディープテック事業」を中

心に展開しております。

当連結会計年度においては、引き続き高いＩＴ人材需要を背景に積極的な営

業活動に加え、ビジネスパートナー（ＢＰ）との連携を強化し、ＩＴ人材の確

保、教育を強化したことで顧客企業のＳＥＳ（システムエンジニアリングサー

ビス）派遣先プロジェクトへのアサインが増加し、ＩＴ人材稼働率も増加しま

した。また、ＩＴ人材単価も向上しましたが、利益率の向上を狙う目的で収益

性の低い開発プロジェクト案件から限られたＩＴ人材リソースの撤退を進め、

ＳＥＳ売上収益は前期比2.7%増となりました。

これらの結果、売上収益は1,811,978千円（前期比2.2％増）、セグメント利益

は240,451千円（前期比9.0％増）となりました。
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事業別売上高

事 業 区 分

第 １ 期
（2023年９月期）
（当連結会計年度）

金 額 構成 比

ＤＸセグメント 1,758,991千円 49.3％

ＢＰＯセグメント 1,811,978 50.7

合 計 3,570,969 100.0

（注）１．当社は設立初年度のため、当連結会計年度のみを記載しております。

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 資金調達の状況

当社は、金融機関と借入契約を行い670,000千円の調達を行いました。また、

2023年３月27日に第１回無担保社債100,000千円を発行いたしました。

③ 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資については、設備投資の総額は306,602千円であ

り、主なものは、クラウドサービスの新機能ソフトウエアの開発303,371千円で

あります。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

当社の子会社であるナレッジスイート株式会社(現ブルーテック株式会社)が

保有する関係会社株式を2023年6月１日に吸収分割により承継しました。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

2023年6月1日を効力発生日として、当社の子会社であるナレッジスイート株

式会社と当社の子会社（孫会社）である株式会社ＤＸクラウドは、ナレッジス

イート株式会社を存続会社、株式会社ＤＸクラウドを消滅会社とした吸収合併

を行い、商号を「ブルーテック株式会社」に変更しております。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況

区 分
第 １ 期

(当連結会計年度)
(2023年９月期)

売 上 収 益 (千円) 3,570,969

営 業 利 益 (千円) 22,577

親会社の所有者に
帰属する当期利益

(千円) 30,969

基本的１株当たり当期利益 (円) 5.93

資 産 合 計 (千円) 3,746,996

資 本 合 計 (千円) 1,093,528

１株当たり親会社
所 有 者 帰 属 持 分

(円) 207.26

（注）１．当社は設立初年度のため、当連結会計年度のみを記載しております。

２．IFRSを適用して連結計算書類を作成しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ブルーテック株式会社 150,000千円 100.0％ セールステック事業

株式会社アーキテクトコア 10,000 100.0 ディープテック事業

ネットビジネスサポート株式会社 3,000 100.0 マーテック事業

ブーストマーケティング株式会社 59,000 100.0 タレントテック事業

（注） 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 株式会社アーキテクトコア

特定完全子会社の住所 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

当社及び当社の完全子会社における特定完全子会
社の株式の帳簿価額

717,015千円

当社の総資産額 1,519,957千円
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(4) 対処すべき課題

当社が対処すべき課題は、以下の項目と認識しております。

① ＳａａＳのシェア・収益力の拡大

当社グループは、継続的かつ安定的に収益を確保できるサブスクリプショ

ンモデルのＳａａＳを軸とした中堅・中小企業のＤＸ支援を主力事業として

おります。そのため、当社グループが提供するＳａａＳの顧客企業数を加速

度的に増加させることが重要であると認識しております。「ＳＤＧｓ」等、社

会的企業価値向上に向けた取り組みを啓蒙し、ＳａａＳ提供を通じて企業の

ＤＸ化を加速し、顧客を成功へ導くカスタマーサクセスにより収益の安定と

向上を図ってまいります。

また、持続的な事業成長の実現に向けて、既存ＳａａＳの成長に加えて、

製品・サービスシナジーを発揮する新規事業等の展開も積極的に検討してま

いります。

② ＩＴ人材の確保と育成

当社グループは、顧客企業のニーズをタイムリーに製品・サービスに反映

させることで、他製品・サービスとの差別化を図ってまいりました。将来に

わたり顧客企業から支持されるには、販売・サポート体制に加え、質の高い

技術開発体制の構築が重要であると認識しております。このため、即戦力と

しての中途採用と中長期的な事業拡大に不可欠な新卒採用を、積極的に進め

てまいります。

また、優秀な人材の確保及び維持のために、働きやすい環境整備や人事制

度の構築、教育・研修などを積極的に進めてまいります。

③ サービス開発力の強化

顧客企業に当社グループのサービス・プロダクトを継続的にご利用いただ

くために、顧客のニーズや潜在的な要望を的確に捉え、機能優位性を維持す

る先端技術を積極的に取り入れた開発技術体制が求められております。この

ため、優秀なエンジニアの確保に加え、グループシナジーを通じたエンジニ

ア交流等、開発リソースの確保に努めてまいります。

また、サービス・プロダクトを安心してご利用いただけるよう、データは

日本国内の強固なデーセンターで管理し、顧客の増加に合わせたサーバー増

強等を継続的に行い、より一層の安定稼働に向けた体制の強化に取り組んで

まいります。
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④ コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の強化

当社グループが継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向け

て、コーポレート・ガバナンスの更なる強化と内部管理体制の強化が重要な

経営課題の一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスに関

しては、その強化への取り組みを推進し、株主、従業員、取引先等全てのス

テークホルダーに対して経営の適切性、健全性を最大限に発揮してまいりま

す。

内部管理体制については、業務運営上のリスクを把握してリスク管理を適

切に実施するとともに、定期的な内部監査の実施によるモニタリング機能の

強化を図ってまいります。また、業務の効率化や合理化並びにリスク最小化

を追求し、内部統制の強化を進めてまいります。

(5) 主要な事業内容（2023年９月30日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

Ｄ Ｘ セ グ メ ン ト ＳａａＳ開発、販売、コンサルティング

Ｂ Ｐ Ｏ セ グ メ ン ト
システムエンジニアリングサービス
ＷＥＢマーケティング、各種システム受託開発・保守

(6) 主要な営業所及び工場（2023年９月30日現在）

① 当社

本 社 東京都港区

② 子会社

ブ ル ー テ ッ ク 株 式 会 社

本社（東京都港区）

ＤＸセンター（東京都港区）

Ｒ＆Ｄセンター（東京都港区）

中部営業所（愛知県名古屋市）

関西営業所（大阪府大阪市）

九州営業所（福岡県福岡市）

株 式 会 社 ア ー キ テ ク ト コ ア 本社（東京都港区）

ネットビジネスサポート株式会社 本社（東京都港区）

ブーストマーケティング株式会社 本社（東京都港区）
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(7) 使用人の状況（2023年９月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

Ｄ Ｘ セ グ メ ン ト 108（3）名 －

Ｂ Ｐ Ｏ セ グ メ ン ト 98（9）名 －

全 社 （共 通） 21（‐）名 －

合 計 227（12）名 －

（注）１．使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パート及び人材会社からの派遣社

員）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属

している者であります。

３．当社は2023年４月３日設立のため、前連結会計年度末比増減については記載しておりませ

ん。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

－ 名 － 名 －歳 －年

（注） 当社の事業は子会社であるブルーテック株式会社の従業員が兼務しており、専属の従業員がい

ないため、使用人数、平均年齢、平均勤続年数は記載しておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2023年９月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 293,450千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 603,165千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 533,344千円

（注） 当社は、取引金融機関との当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

当連結会計年度末における借入未実行残高は、以下のとおりであります。

契約の総額 700,000千円

借入実行残高 620,000千円

差引未実行残高 80,000千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項ありません。
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２．会社の株式に関する事項（2023年９月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 17,099,200株

(2) 発行済株式の総数 普通株式 5,276,221株

(3) 株主数 1,342名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

稲 葉 雄 一 1,375,747 株 26.08％

ＮＯＭＵＲＡ ＣＵＳＴＯＤＹ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＴＤ － ＴＫ１ ＬＩＭＩＴＥＤ 1,078,100 株 20.43％

ＮＯＭＵＲＡ ＣＵＳＴＯＤＹ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＦＵＬＬＹ ＰＡＩＤ （ＣＡＳＨＰＢ） 351,500 株 6.66％

インフィニティアセットマネジメント株式会社 300,786 株 5.70％

柳 沢 貴 志 212,500 株 4.03％

飯 岡 晃 樹 204,233 株 3.87％

岡 原 達 也 202,000 株 3.83％

ＮＣＳＮ－ＳＨＯＫＯＲＯ ＬＩＭＩＴＥＤ 169,500 株 3.21％

株 式 会 社 Ｗ Ｏ Ｗ Ｗ Ｏ Ｒ Ｌ Ｄ 103,000 株 1.95％

稲 葉 貴 美 子 70,000 株 1.33％

（注）１．発行済株式の総数には自己株式200株が含まれております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況

当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を

高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制

度を導入しております。

・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

区 分 株 式 数 （株） 交 付 対 象 者 数 （人）

取 締 役
30,000 3

取 締 役
（監 査 等 委 員） － －

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項ありません。
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３．新株予約権に関する事項
(1) 当事業年度末において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新

株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等

に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等（2023年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長グループCEO 稲 葉 雄 一
ブーストマーケティング株式会社 代表取締役社長
株式会社イタミアート 社外取締役

取 締 役 柳 沢 貴 志

ブーストマーケティング株式会社 取締役
ブルーテック株式会社 監査役
株式会社アーキテクトコア 監査役
株式会社インプリム 監査役

取締役グループCFO 佐 藤 幸 恵
ブルーテック株式会社 取締役
株式会社アーキテクトコア 取締役

取 締 役
（監 査 等 委 員）

伊香賀 照 宏
株式会社ＭＵＧＥＮＵＰ 社外監査役
ｔｉｍｅｌｉｌｙ株式会社 代表取締役社長

取 締 役
（監 査 等 委 員）

和 田 信 雄 ―

取 締 役
（監 査 等 委 員）

三 浦 謙 吾
銀座高岡法律事務所 弁護士
ＢＷ Ｐａｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ株式会社 社外取締役
ＢＷシステム株式会社 社外取締役

（注）１．当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施してい

るため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定してお

りません。

２．取締役（監査等委員）伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏は、会社法第２条第15号

に規定する社外取締役であります。

３．当社は、取締役（監査等委員）伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．伊香賀照宏氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計並びに企業経営に関する相当

の知見と経験を有しております。

５．三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である

ものを除く。）との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったとき

は、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨

を定款に定めております。

これに基づき、当社は、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との

間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令

が定める額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しており、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費

用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役（監査等委員である取締

役含む）及び当社連結子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者について、

その保険料を全額当社が負担しております。
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(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決

議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容につ

いて指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、経営目標の達成と持続可能な企業価値の向上を図るインセンティ

ブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締

役の報酬の決定に際しては役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを

基本方針としています。具体的な報酬の内容については、株主総会で決議さ

れた限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で審議を

行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成・水準・総額上限等を決定

しています。なお、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及

び株式報酬により構成し、社外取締役監査等委員については、基本報酬のみ

としています。また、取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との

比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発

揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としています。

1)報酬等の額またはその算定方法の決定方針

監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額については、取締役の役

位及び求められる職責（代表取締役及び業務執行取締役については能力及

び成果を含む。）に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら、諸般

の事情を総合的に勘案して決定しています。

社外取締役監査等委員の報酬等については、常勤・非常勤の別、監査業

務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員

の協議をもって各監査等委員が受ける報酬等の額を決定しています。

2)非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは

数またはその算定方法の決定方針

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも

に、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、監査等委員でない取締

役に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式（株式割当数の総数は毎事

業年度の当社の普通株式30,000株を上限、譲渡制限期間は3～10年間まで

とし、当社または当社子会社の取締役、執行役員若しくは従業員のいずれ

かの地位にあったことを条件として、割当株式の全部について、本譲渡制

限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。）を付与するものと

し、金額、株式付与数は当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を

総合的に勘案して決定しています。

3)報酬等の種類ごとの割合の決定方針

種類別の報酬割合については、当社と同様の業態・従業員規模に属する
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企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベー

スとして定め、その役位・職責・業績等を考慮し、非金銭報酬等の割合に

ついて指名報酬委員会にて検討しています。

社外取締役監査等委員の役員報酬は、基本報酬（固定金銭報酬）のみで

構成することとしています。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、当定時株主

総会の第３号議案において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含

まない。）と決議いただく予定です。当該定時株主総会終結時点の取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の員数は３名（うち社外取締役０名）であり

ます。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては、当定時株主

総会の第４号議案において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委

員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報

酬債権額の総額を年額30百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と

決議いただく予定です。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）の員数は３名（うち社外取締役０名）であります。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、当定時株主総会の第５号議案に

おいて、年額30百万円以内と決議いただく予定です。当該定時株主総会終結

時点の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役３名）であり

ます。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2023年４月３日開催の取締役会における委任決議

に基づき、代表取締役社長 稲葉雄一氏が、各取締役の使用人兼務取締役の使

用人分給与を除いた具体的な月額報酬の金額を決定しております。

代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締

役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているから

であります。

当社は、代表取締役社長に委任された権限が適切に行使されるようにする

ための措置として、2023年４月に、代表取締役社長である稲葉雄一氏を委員

長とし、社外取締役（監査等委員）である伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾

の４名で構成され、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置いた

しました。指名報酬委員会では、代表取締役社長が決定した取締役の個人別

の報酬等の内容と、報酬決定方針との整合性を含めた検討を行い、取締役会

に対して答申します。
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本事業年度においては、報酬決定方針の制定より前に、本事業年度に係る

取締役の個人別の報酬等の内容を決定したため、報酬決定方針制定後、指名

報酬委員会にて、代表取締役社長が決定した取締役の個人別の報酬等の内容

と報酬決定方針との整合性を検討し、取締役会に対し答申いたしました。当

該手続きを経て、取締役の個人別の報酬額について確認が行われているため、

取締役会はその内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判

断した理由

取締役の個人別の報酬等の額の決定方針については、社外取締役を過半数

とする指名報酬委員会に一任し、またその結果について監査等委員会へ諮問

し同意を得る措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額

が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであ

り、公正な決定がされていると判断しております。
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⑤ 取締役の報酬等の総額等

役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる

役員の員数

(人)基本報酬 賞与
譲渡制限付株

式報酬

取締役（監査等委員を除く）
(うち社外取締役)

40,340
(－)

36,870
(－)

－

(－)

3,470
(－)

3
(－)

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役)

3,900
(3,900)

3,900
(3,900)

－

(－)

－

(－)

3
(3)

（注）１．当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役（監査等委員である取締役を

除く）の報酬限度額は、2023年４月３日に制定した定款附則第２条第（１）において年額

200百万円以内と定めております。当該定款施行時の取締役（監査等委員である取締役を除

く）の員数は３名です。

２．当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役（監査等委員である取締役を

除く）の譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2023年４

月３日に制定した定款附則第２条第（３）において年額30百万円以内と定めております。

当該定款施行時の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は３名です。

３．当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役の報酬限度

額は、2023年４月３日に制定した定款附則第２条（２）において年額30百万円以内と定め

ております。当該定款施行時の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役３

名）です。

４．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項

取締役（監査等委員）伊香賀照宏氏は、timelily株式会社の代表取締役社長

であります。また、同氏は株式会社MUGENUP 社外監査役でありますが、当社と

兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）三浦謙吾氏は、銀座高岡法律事務所の弁護士、ＢＷ Ｐ

ａｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ株式会社社外取締役、ＢＷシステム株式会社 社外取締役

でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 等

取締役
（監査等委員）

伊香賀 照 宏

当事業年度に開催された取締役会７回すべてに出席し、監
査等委員会７回すべてに出席いたしました。公認会計士及
び税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査等委員会において、当社の会計分野について適
宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

和 田 信 雄

当事業年度に開催された取締役会７回のうち６回出席し、
監査等委員会７回のうち６回出席いたしました。豊富な事
業部門責任者及び経営者の見地から、取締役会において、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言を行っております。また、監査等委員会において、監査
結果についての意見交換等、当社の内部統制システム並び
に内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

三 浦 謙 吾

当事業年度に開催された取締役会７回すべてに出席し、監
査等委員会７回すべてに出席いたしました。弁護士として
法律に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査等委員会において、監査結果についての意見交換
等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。
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５．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21,400 千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39,600

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報

酬等について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解

任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘

案し、会計監査人を交代することにより、当社にとってより適切な監査体制の整

備が可能であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又

は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる持続的取

り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。

当事業年度におきましては、当社の内部統制システムの整備・運用状況を当社の

内部監査担当がモニタリングし、改善を行いました。また、当社及び当社子会社の

取締役及び使用人に対してコンプライアンスに対する意識の向上を図るため、社内

研修及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための教育を実施いたし

ました。

内部監査担当と監査等委員会は、監査の有効性を高めるため、四半期及び期末決

算期において十分な意見交換を行い、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的

な連携に努めました。

取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他

会社の業務の適正を確保するための体制について、以下の体制を整備しております。

(1) 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の

職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適

合性について、当社の内部監査、監査等委員会監査等の実施により確認し、

必要に応じて是正措置を講じております。

② 当社は、当社グループにおける企業倫理、法令遵守の推進及び徹底のため、

当社グループの役職員が遵守すべき行動規範として「コンプライアンス規程」

を制定しております。

③ 当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実の社

内報告体制については、「グループ会社管理規程」及びその他の当社社内規程

に従い、その運用を行っております。

④ 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの役職員に内部通報制度

を周知させるとともに通報者の匿名性を最大限確保し、経営陣から独立した

窓口を設け、内部通報制度の実効性を高めております。

(2) 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書等で記

録し、保存期間を定め適切に保存、管理しております。

② 取締役は、これらの文書を常時閲覧することが可能となっております。

(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社グループは、サービスの品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引

先、株主・投資家、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー及び役職員

の利益を阻害する要因の除去・軽減に努め、事業の継続・安定的発展を確保

していくことをリスクマネジメントの基本方針としております。
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② 当社の内部監査担当は、当社グループにおける個別のリスクマネジメント上

の課題への対策についてその実施状況及び実効性等を監査し、代表取締役社

長へ報告しております。

(4) 当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するため

の体制

① 取締役会は原則毎月１回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上

の重要事項を決議するとともに、各取締役が報告する業務執行の状況を監督

しております。また、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重

要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、

助言を行っております。

② 執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図っております。

③ 取締役会における意思決定を迅速に行い、また業務執行を適時的確に行うた

めに、必要に応じて業務執行取締役及び執行役員で構成される「経営会議」

を開催し、経営方針や経営戦略等に関する協議及び意思決定に必要な情報共

有を積極的に行っております。

④ 取締役を含む業務執行全般の効率的な運営を図るべく、「組織規程」及び「職

務権限規程」において業務分掌・職務権限を定め、各職位の責任・権限を明

確にし、「取締役会規程」、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決

裁権限及び手続を明確にしております。

⑤ 事業計画や予算を策定し、全社及び各部署の目標を定め、これに基づき管理

しております。

(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

① 当社及び当社子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われ

る体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行っております。

② 当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・

財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響

を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。

③ 当社は、「内部監査規程」を定め、内部監査担当は、当社のほか、子会社の業

務全般にわたって監査を行い、その結果を当社代表取締役社長及び監査等委

員会に報告しております。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人及びその使用人の独立性並びにその使

用人に対する実効性の確保に関する事項

① 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下、「監査等委員会

補助者」という。）を置くことを求めた場合には、監査等委員会補助者の配置

を取締役会に要請することを可能としております。

② 監査等委員会より監査等委員会の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び
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上長などの指揮・命令は受けない体制としております。

(7) 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その

他の監査等委員会への報告に関する体制

① 当社は、監査等委員会がその職務を遂行するために必要と判断するときには

いつでも取締役及び使用人に報告を要請することを可能としております。

② 当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事実があることを発見したときは、ただちに監査等委員会に報告すること

としております。

③ 内部監査担当は、内部監査の計画及び結果を監査等委員会に報告しておりま

す。

④ 当社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理

由として、不利な取扱いを行うことを禁止しております。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

① 監査等委員会は、代表取締役社長との意見交換会の開催や重要な会議への出

席により、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、

効果的な監査業務の遂行を図っております。

② 監査等委員会は、内部監査担当、会計監査人との連携を図り、監査の重点項

目や監査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性を高

めております。

③ 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁

護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができるとしており

ます。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

① 当社は、当社グループに適用する「反社会的勢力対策規程」を制定し、社会

の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する

団体とは取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当要求

等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で対応することと

しております。

② 当社は、「反社会的勢力対策規程」に基づき、顧問弁護士及び関係行政機関と

の連携を密にし、グループ内の情報展開を行っております。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

① 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、各種社内諸規程の整備や業務プ

ロセスの整備を行い、内部統制システムの構築に取り組んでおります。

② 監査等委員会は、内部統制報告書を監査し、取締役は財務報告に係る内部統

制の継続的な改善を図っております。

(11) ＩＴへの対応

① ＩＴへの投資は、各部門からの要望と事業計画を照らして実施計画を立案し
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ております。

② 経営者は、システムを利用した業務手続きと手作業による業務手続きの特長

を把握し、いずれの統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択しており

ます。

７．会社の支配に関する基本方針
当社は現時点で、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定

めておりません。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さな

いものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な

動向を見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、設立より財務体質及び競争力の強化を経営の重要課題として位置付けて

おり、内部留保の充実を図り、事業により生み出されたキャッシュ・フローを事業

拡大のための投資に優先して振り向けることが、企業価値の向上を通じて株主に対

する最大の利益還元につながるものと考えております。

このような考えのもと、当社は設立以来、配当を実施しておりませんが、株主へ

の配当による利益還元も重要課題であると認識しており、経営成績及び事業計画等

を総合的に勘案し、株主への利益還元を検討していく方針のもと、様々な経営指標

を検討した結果、株主の皆様への利益還元を開始すべき水準であると判断し、2024

年９月期の事業年度末より配当を実施する予定であります。

なお、当社の剰余金の配当につきましては、会社法第４５９条第１項各号に定め

る事項について法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め

ることができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は、毎年９月

30日、中間配当は、毎年３月31日を基準日としております。
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連 結 財 政 状 態 計 算 書

（2023年９月30日現在）
（単位：千円）

資 産 負 債

科 目 金 額 科 目 金 額

（流 動 資 産） 1,198,418 （流 動 負 債） 1,604,073

現金及び現金同等物 668,302 営業債務及びその他の債務 183,760

営業債権及びその他の債権 462,880 契 約 負 債 84,742

棚 卸 資 産 1,273 有 利 子 負 債 979,402

そ の 他 の 金 融 資 産 3,255 リ ー ス 負 債 124,600

そ の 他 の 流 動 資 産 62,705 未 払 法 人 所 得 税 等 28,155

そ の 他 の 流 動 負 債 203,413

（非 流 動 資 産） 2,548,577 （非 流 動 負 債） 1,049,394

有 形 固 定 資 産 52,788 有 利 子 負 債 705,412

使 用 権 資 産 435,890 リ ー ス 負 債 288,938

の れ ん 628,060 引 当 金 39,442

無 形 資 産 1,176,389 繰 延 税 金 負 債 15,600

そ の 他 の 金 融 資 産 102,648 負 債 合 計 2,653,467

繰 延 税 金 資 産 152,799 資 本

（親会社の所有者に帰属する持分） 1,093,528

資 本 金 734,016

資 本 剰 余 金 263,661

利 益 剰 余 金 95,717

その他の資本の構成要素 132

資 本 合 計 1,093,528

資 産 合 計 3,746,996 負債及び資本合計 3,746,996

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2022年10月１日から2023年９月30日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 収 益 3,570,969

売 上 原 価 1,990,276

売 上 総 利 益 1,580,692

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,445,902

そ の 他 の 収 益 5,550

そ の 他 の 費 用 117,763

営 業 利 益 22,577

金 融 収 益 7

金 融 費 用 12,265

税 引 前 当 期 利 益 10,318

法 人 所 得 税 費 用 △20,651

当 期 利 益 30,969

当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 30,969

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書

（2022年10月１日から2023年９月30日まで）
（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
その他の資本
の構成要素

合計

2022 年 10 月 １ 日 残 高 700,696 260,806 64,747 △192 △2,533 1,023,525 1,023,525

当 期 利 益 30,969 30,969 30,969

そ の 他 の 包 括 利 益 － 2,665 2,665 2,665

当 期 包 括 利 益 合 計 30,969 2,665 33,634 33,634

新 株 の 発 行 10,490 10,490 20,980 20,980

株式移転による増減 △10,490 10,490 － － － － －

自 己 株 式 の 消 却 － △192 － 192 － － －

株 式 報 酬 取 引 33,320 △17,932 15,387 15,387

所有者との取引額等合計 33,320 2,854 － 192 － 36,367 36,367

2023 年 ９ 月 30 日 残 高 734,016 263,661 95,717 － 132 1,093,528 1,093,528

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

当社は、2023年４月３日に単独株式移転によりナレッジスイート株式会社（提出日現在はブルーテッ

ク株式会社）の完全親会社として設立されました。従いまして、当連結会計年度の連結計算書類は、ナ

レッジスイート株式会社の連結計算書類を引き継いで作成しております。

１．連結計算書類の作成基準

当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下

「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、同項後段の規定により、IFRSにより求めら

れる開示項目の一部を省略しております。

２．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社は、ブルーテック株式会社、株式会社アーキテクトコア、ネットビジネスサポー

ト株式会社、ブーストマーケティング株式会社であります。

なお、前連結会計年度において連結子会社であった株式会社ＤＸクラウドは、2023年６月１日付で

連結子会社であるナレッジスイート株式会社（以下、「ナレッジスイート」という。）を存続会社とす

る吸収合併により消滅しております。また、当社の連結子会社であったナレッジスイートは、ブルー

テック株式会社へ商号変更しております。

３．会計方針に関する事項

(1) 企業結合

当社グループは、取得法に基づき企業結合の会計処理をしております。

取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引き受けた負債及び当社が発行する資

本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定しております。企業結合に関連して発生する

取引費用は発生時に費用処理しております。

取得対価が、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における公正価値の正味の

金額を超過する場合はのれんとして認識しております。

企業結合が生じた期間の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了しない場合は、暫定的な

金額で会計処理を行っております。取得日から１年以内の測定期間において取得日時点に存在し

た事実及び状況に関する新しい情報を入手した場合、暫定的な金額を遡及修正しております。

(2) 外貨換算

当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としております。

機能通貨以外の通貨での取引は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで機能通貨に

換算しております。
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(3) 金融商品

① 金融資産

（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産を当該金融資産の契約当事者となった時点で当初認識してお

ります。

当初認識時において、すべての金融資産は公正価値で測定しておりますが、純損益を通

じて公正価値で測定する金融資産に分類されない場合は、当該公正価値に金融資産の取得

に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。純損益を通じて公正価値で

測定される金融資産の取引費用は、純損益に認識しております。

（ⅱ）分類及び事後測定

当社グループは、金融資産を、償却原価で測定する金融資産と、純損益又はその他の包

括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類し、当初認識時にその分類を決定して

います。

当社グループが保有する金融資産のうち、次の条件がともに満たされる場合には、償却

原価で測定する金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする

事業モデルの中で保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッ

シュ・フローが所定の日に生じる。

償却原価で測定する金融資産については、当初認識後、償却原価で測定しております。

また、償却原価で測定する金融資産以外の金融商品は、公正価値で測定する金融資産に

分類しています。公正価値で測定する金融資産は、その他の包括利益を通じて公正価値で

測定するか、純損益を通じて公正価値で測定するかを指定し、継続的に適用しています。

公正価値で測定する金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると

指定したものについては、公正価値の変動額をその他の包括利益として認識しており、純

損益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては純損益として認識しています。

なお、当該資産からの配当金については、金融収益として認識しています。

（ⅲ）金融資産の減損

償却原価で測定される金融資産等に係る減損については、当該金融資産に係る予想信用

損失に対して貸倒引当金を認識しております。

当社グループは、各報告日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著し

く増大したかどうかを評価しております。

ただし、営業債権については、簡便的に過去の信用損失及び現在把握している定性的な

要因に基づいて、全期間の予想信用損失を認識しております。

（ⅳ）金融資産の認識の中止

当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した

場合、又は当社グループが金融資産を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価

値のほとんどすべてを移転する場合に金融資産の認識を中止しております。
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② 金融負債

（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融負債を当該金融負債の契約当事者となった時点で当初認識してお

ります。

当初認識時において、すべての金融負債は公正価値で測定しておりますが、償却原価で

測定される金融負債については、公正価値から直接帰属する取引費用を控除した金額で測

定しております。

（ⅱ）分類及び事後測定

当社グループは、金融負債を、償却原価で測定する金融負債と、純損益を通じて公正価

値で測定する金融負債に分類し、当初認識時にその分類を決定しています。

償却原価で測定される金融負債については、当初認識後、償却原価で測定しております。

（ⅲ）金融負債の認識の中止

当社グループは、金融負債が消滅した時、つまり契約上の義務が免責、取消又は失効と

なった時に、金融負債の認識を中止しております。

③ 金融資産及び金融負債の表示

金融資産と金融負債は、残高を相殺する法的な権利を現在有し、かつ純額で決済するか、又は

資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有する場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書

において純額で表示しております。

(4) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資より構成されております。

(5) 棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い方の金額により測定しております。

棚卸資産の取得原価は、主として個別法に基づき算定しております。正味実現可能価額は通常

の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除

した額であります。
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(6) 有形固定資産

有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除

した価額で表示しております。

取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、解体・除去及び原状回復費用等の当初見積額及

び資産計上すべき借入費用等を含んでおります。

有形固定資産の減価償却費は、以下の見積耐用年数にわたり、主として定額法により計上してお

ります。

・建物 8～18年

・工具、器具及び備品 2～10年

見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった

場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かい適用しております。

(7) リース

使用権資産の取得原価は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した金額で当初測定

を行っております。リース負債はリース期間におけるリース料の割引現在価値で測定しておりま

す。当初測定後、リース期間もしくはリース料に変動があった場合は、リース負債の再測定を行

い、使用権資産の取得原価及びリース負債の調整を行っております。

使用権資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た価額で計上し、リース負債は当初測定額及び再測定による調整額からリース料の支払を控除し、

利息の調整を行った価額を計上しております。

また、使用権資産の減価償却費は、リース期間にわたり定額法で計上しております。リース負債

に係る金利費用は、使用権資産に係る減価償却費と区分して、金融費用に含めております。

ただし、リース期間が12か月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、リース料

をリース期間にわたり規則的に費用として認識しております。

リース負債は、リース開始日現在で支払われていないリース料の割引現在価値で当初認識してお

ります。通常、当社グループは、追加借入利子率を割引率として用いております。当初認識後は、

リース負債に係る金利及び支払われたリース料を反映するよう、実効金利法に基づき帳簿価額を増

減しております。

リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるよう金融費用とリース負債の返済部分

とに配分しております。
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(8) のれん及び無形資産

① のれん

企業結合から生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しておりま

す。

のれんの償却は行わず、資金生成単位（又はそのグループ）に配分し、少なくとも年に１回及

び減損の兆候がある場合には都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は純損失

として認識され、その後の戻し入れは行っておりません。

② その他の無形資産

のれん以外の無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額

を控除した価額で表示しております。

企業結合により取得し、のれんとは区別して認識された無形資産は、取得日の公正価値で当初

認識されております。当初認識後、企業結合により取得した無形資産は、個別に取得した無形資

産と同様に、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で計上されておりま

す。

無形資産の償却費は、以下の見積耐用年数にわたり、定額法により計上しております。

・ソフトウエア ５年

・顧客関連資産 10年

見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場

合は、会計上の見積りの変更として将来に向かい適用しております。

(9) 非金融資産の減損

非金融資産（棚卸資産、繰延税金資産及び従業員給付に係る資産を除く）については、各報告期

間の末日現在ごとに減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候が存在する場合には、減損テストを実

施しております。のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び報告期間の末日現在で使用可能で

ない無形資産については、毎期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施し

ております。

減損テストの結果、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に減損損失

を認識しております。

減損テストにおいて個別にテストされない資産は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・イ

ン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生成する最小の資金生成単位としており

ます。資産又は資金生成単位の回収可能価額は使用価値と処分費用控除後の公正価値のいずれか高

い金額としております。使用価値は、資産又は資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシ

ュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現

在価値に割り引くことにより算定しております。

のれんを含む資金生成単位の減損損失の認識については、まず、その資金生成単位に配分された

のれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に当該資金生成単位内の各資産の帳簿価額に基づき

比例按分しております。
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(10) 引当金

当社グループは、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務

を決済するために、経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額につ

いて信頼性のある見積りができる場合に引当金を認識しております。

貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、引当金額は将来キャッシュ・フローを貨幣の

時間的価値及び当該負債に固有のリスクを反映した割引率を用いて現在価値に割り引いて測定して

おります。

・資産除去債務

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、

過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、

事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込

んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。

(11) 従業員給付

短期従業員給付は、割引計算は行わず、勤務が提供された時点の費用として認識しております。

賞与及び有給休暇費用については、過去の従業員の勤務に基づき、支払いを行う法的又は推定的

債務を有しており、かつ、当該債務について信頼性のある見積りが可能な場合に負債として認識し

ております。

(12) 資本

普通株式は発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、普通株式の発行に係る費用は資本剰余金

から控除しております。

自己株式は、取得原価で認識し、資本の控除項目としております。なお、自己株式を売却した場

合は、売却時の帳簿価額と対価との差額は資本剰余金として認識しております。

(13) 株式報酬

当社グループにおいて、役員及び従業員に対するインセンティブ制度として譲渡制限付株式報酬

制度を導入しております。株式報酬の付与日における公正価値は、付与日から権利が確定するまで

の期間にわたり費用として認識し、同額をその他の資本の構成要素の増加として認識しておりま

す。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮して算定しております。
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(14) 収益認識

当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく金融収益を除き、以下の５ステップアプロー

チに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映し

た金額で収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務の充足時に又は充足するにつれて収益を認識する

ＤＸ事業については、当社グループのＤＸ事業では、最新のアプリケーションをインターネッ

トを通じて提供するＳａａＳ（クラウドサービス）が主な収益となっており、当社提供の「Ｋｎ

ｏｗｌｅｄｇｅＳｕｉｔｅ(ナレッジスイート)」が主な製品となっております。これらのＳａａ

Ｓは、サービスを提供する期間を通してアクセスが可能となった時点から一定期間にわたって収

益を認識しております。ただし、受領すべき対価に重要な不確実性が存在する場合、その不確実

性が解消された時点で収益を認識しています。また、収益を認識後、概ね１ヵ月以内に支払いを

受けています。

ＢＰＯ事業については、当社グループでは、システム開発を主軸として顧客企業業務支援を行

うシステムエンジニアリングサービスを行っております。これらは、検収が完了した時点で収益

を認識しています。ただし、受領すべき対価に重要な不確実性が存在する場合、その不確実性が

解消された時点で収益を認識しています。また、収益を認識後、概ね１ヵ月以内に支払いを受け

ています。

(15) 法人所得税

法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連する

もの、及び直接資本又はその他の包括利益に認識する項目を除き、純損益として認識しておりま

す。

当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定しておりま

す。税額の算定に使用する税率及び税法は、報告期間の末日までに制定又は実質的に制定されてい

るものであります。また、法人所得税の不確実な税務ポジションについて、税法上の解釈に基づき

税務ポジションが発生する可能性が高い場合には、合理的な見積額を資産又は負債として認識して

おります。

繰延税金は、報告期間の末日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と、関連する税務基準額

との差額である一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。

繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して、それらを回収でき

る課税所得が生じる可能性が高い範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として全ての将来加

算一時差異について認識しております。なお、繰延税金資産は毎期見直され、税務便益の実現が見

込めないと判断される部分については減額しております。
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なお、以下の一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておりません。

・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異

・会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引（企業結合取引を除く）によっ

て発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異

・子会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロールでき、かつ予

測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合

・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、当該一時差異から便益を利用するのに

十分な課税所得が稼得される可能性が高くない場合、又は予測可能な将来に当該一時差異が

解消する可能性が高くない場合

繰延税金資産及び繰延税金負債は、報告期間の末日において制定又は実質的に制定されている税

率及び税法に基づいて、当該資産が実現する又は負債が決済する期間に適用されると予想される税

率によって算定しております。

繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法的強制力のある権

利を有し、法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合に相殺してお

ります。

(16) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌

連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（１）非金融資産の減損

有形固定資産 52,788千円

使用権資産 435,890千円

のれん 628,060千円

無形資産 1,176,389千円

当社グループは、有形固定資産、使用権資産、のれんを含む無形資産について、減損テストを実

施しております。減損テストにおける回収可能価額の算定においては、資産の耐用年数、将来キャ

ッシュ・フロー、税引前割引率及び長期成長率等について一定の仮定を設定しております。これら

の仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経営条件の変

動の結果により影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連

結計算書類において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があるため、当社グループでは、当

該見積りは重要なものであると判断しております。
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（２）金融商品の公正価値の測定

その他の金融資産 102,648千円のうち、28,190千円

当社グループが保有する公正価値で測定する金融資産及び金融負債が、活発な市場における公表

価格によって測定できない場合には、当該資産又は負債について直接に又は間接に観察可能な前述

の公表価格以外のインプットを使用して算定された公正価値、もしくは観察不能なインプットを含

む評価技法によって算定された公正価値を用いて評価しております。特に、観察不能なインプット

を含む評価技法によって算定される公正価値は、適切な基礎率、仮定及び採用する計算モデルの選

択など、当社グループの経営者による判断や仮定を前提としております。これらの見積り及び仮定

は、前提とした状況の変化等により、金融商品の公正価値の算定に重要な影響を及ぼす可能性があ

るため、同社グループでは、当該見積りは重要であると判断しております。

（３）繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産 152,799千円

当社グループは、繰延税金資産について、将来減算一時差異、繰越欠損金及び税額控除のうち、

将来課税所得を減算できる可能性が高いものに限り繰延税金資産を認識しています。課税所得が生

じる可能性の判断においては、経営者によって承認された事業計画に基づき課税所得の発生時期及

び金額を見積っています。課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変化によ

って影響を受けることから、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度

以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

連結財政状態計算書に関する注記

(1) 資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 2,950千円

(2) 有形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額

96,843千円

(3) 使用権資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額

194,212千円
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連結持分変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 5,276,221株

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 資本管理

当社グループは、持続的な成長を通じて、企業価値を最大化することを目指して資本管理を

しております。必要な事業資金は、営業キャッシュ・フロー及び必要に応じた借入によって賄

っております。財務健全性を長期安定的に維持するため、マネジメントが財務指標のモニタリ

ングを行っております。当社グループは、デリバティブ取引は利用しておらず、投機的な取引

は行わない方針であります。

なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。

(2) 財務上のリスク管理

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リス

ク・金利リスク・市場価格の変動リスク)に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するため

に、リスク管理を行っております。

(3) 信用リスク管理

信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社

グループに財務上の損失を発生させるリスクであります。

当社グループは、与信管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、管理し

ております。

当社グループの債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するものであり、単

独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リスクを有して

おりません。

連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、担保の評価額を考慮に入れ

ない、当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値であります。
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(4) 流動性リスク管理

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、

支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクであります。

当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な当座貸

越枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リ

スクを管理しております。

(5) 金利リスク管理

当社グループは、金融機関から変動金利建の借入を行っており、金利の変動リスクに晒され

ております。主に金利の上昇による将来の利息の支払額の増加を抑えるために、一部固定金利

での資金調達を行い、キャッシュ・フローの安定化を図っております。

２．金融商品の公正価値等に関する事項

金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを次のように分類しておりま

す。

レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価

値

レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された

公正価値

なお、レベル間の振替は、振替のあった各四半期の期末日に認識しております。

金融商品の公正価値の測定方法

(1)現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、その他の金融資産(流動)

これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額に

よっております。

(2)その他の金融資産、その他の金融負債

活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場価格に基づいており、レ

ベル１に分類しております。なお、非上場株式は、適切な評価技法を使用して測定しており、レ

ベル３に分類しております。

(3)営業債務及びその他の債務、短期借入金、未払法人所得税等

これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額に

よっております。
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(4)長期借入金

長期借入金のうち変動金利のものについては、適用される金利が市場での利率変動を即座に反

映するため、また信用リスクに関しては金利に関する取引条件に変更がなく、公正価値は帳簿価

額に近似しております。長期借入金のうち固定金利のものについては、借入利率と元利金の合計

額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率に重要な相違がないため、公正価値は帳簿価

額に近似することから、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の公正価値の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

(単位：千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産

その他の金融資産

純損益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品
－ － － －

その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する資本性金融

商品

－ － 28,190 28,190

合計 － － 28,190 28,190

レベル３に分類された金融商品の増減は、次のとおりです。

(単位：千円)

期首残高 24,350

取得 －

売却 －

包括利益 －

純利益 －

その他の包括利益 3,840

期末残高 28,190

上記損益の内、期末で保有する資産に関連する未実現損益の

変動に起因する額
－
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収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

当社グループは、売上収益をサービス種類別に分類しております。分解した売上収益と報告

セグメントとの関連は、次のとおりです。

(単位：千円)

報告セグメント サービス 顧客との契約から認識した収益

ＤＸ事業
ＳａａＳ 1,596,454

カスタマーサクセス 162,536

ＢＰＯ事業 ― 1,811,978

合計 3,570,969

(2) 契約資産及び契約負債

当社グループの契約資産及び契約負債の内訳は次のとおりです。

(単位：千円)

顧客との契約から生じた債権

売掛金 462,093

契約負債 84,742

当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていたものは31,124千

円です。

(3) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上

の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり親会社所有者帰属持分 207円26銭

２．基本的１株当たり当期利益 5円93銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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企業結合に関する注記

（共通支配下の取引等）

（単独株式移転による持株会社体制への移行）

ナレッジスイート株式会社（以下「ナレッジスイート」という）は、2022年11月25日開催の取

締役会において、2023年４月３日を期日とするナレッジスイート単独による株式移転(以下「本株

式移転」という。）により、ナレッジスイートを株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会

社持株会社（以下「当社」という。）を設立することを決議し、2022年12月21日開催のナレッジス

イート第16回定時株主総会において承認、可決されました。

１．本株式移転による持株会社体制への移行の目的

背景及び目的

当社グループは成長事業であるＤＸ事業において、順調に拡大を続ける中堅・中小企業向けセ

ールスＤＸ市場の成長率を超える速さで成長させていくとともに、新たなＤＸ領域の成長分野へ

も積極的に挑戦し、企業価値の持続的成長を目指すため、ナレッジスイートを持株会社と事業会

社に分離した持株会社体制に移行することといたしました。移行の目的は以下のとおりです。

①グループ経営戦略機能の強化

主力事業であるＤＸ事業において、セールスＤＸをはじめとしたＤＸ領域へ継続的・安定的な

拡大を図るとともに、成長性・収益性の高い事業領域に積極的に挑戦し、持続的成長の実現を目

指すことが重要な課題と考えております。持株会社体制に移行することにより、Ｍ＆Ａや新規事

業創出に戦略的かつ機動的に対応できる組織体制を構築し、グループ経営戦略機能の強化を図り

ます。

②グループ間事業シナジーの創出

グループ全体の人的資本を積極的に活用し、グループ間の求心力、一体感を高め、グループ間

事業シナジーを創出します。

③各事業会社の自律的経営と経営者人材の育成

各事業会社の権限と責任を明確化し、自律的な経営の推進により、意思決定の迅速化による効

率的かつ機動的な事業運営を図るため、事業会社における経営経験の機会を積極的に創出し、次

世代グループ経営人材の育成を図ります。
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２. 株式移転による持株会社設立の要旨

（1）本株式移転の日程

定時株主総会基準日 2022年９月30日

株式移転計画承認取締役会 2022年11月25日

株式移転計画承認定時株主総会 2022年12月21日

上場廃止日 2023年３月30日

持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日） 2023年４月３日

持株会社上場日 2023年４月３日

（2）株式移転の方式

ナレッジスイートを株式移転完全子会社、当社を株式移転完全親会社とする単独株式移転です。

（3）本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

会社名 ＢＢＤイニシアティブ株式会社

（完全親会社）

ナレッジスイート株式会社

（完全子会社）

株式移転比率 １ １

①株式移転比率

本株式移転が効力を生ずる時点の直前時における株式移転完全子会社普通株式を保有する株主

の皆様に対し、その保有する株式移転完全子会社普通株式１株につき、当社の普通株式１株を割

当交付いたしました。

②単元株式数

持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式数を100株としています。

③株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、株式移転完全子会社の単独株式移転によって完全親会社１社を設立したもので

あり、当社の株式はすべて本株式移転の効力発生直前の株式移転完全子会社の株主の皆様のみに

割当てられることになります。株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として、本株式移転

の効力発生直前の株式移転完全子会社の株主構成と当社の設立直後の株主構成に変化がないこと

から、株主の皆様が保有する株式移転完全子会社普通株式１株に対して当社の普通株式１株を割

当てました。

④第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記③の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

⑤本株式移転により交付する新株式数
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普通株式：5,196,221株

（4）株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当ありません。

（5）持株会社の新規上場に関する取扱い

株式移転完全子会社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程

第201条第２項）を行い、いわゆるテクニカル上場（同規程第208条）により、当社は2023年４月

３日より東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。テクニカル上場とは、上場会社が非

上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全

子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６か月以内に上場申

請するものに限る（同施行規則第216条第１項））について、同規程に定める流動性基準への適合

状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

３．株式移転により新たに設立した当社の概要

（１）商号 ＢＢＤイニシアティブ株式会社

（２）所在地 東京都港区愛宕二丁目５番１号

（３）代表者及び役員 代表取締役社長グループCEO 稲葉 雄一

取締役 柳沢 貴志

取締役グループCFO 佐藤 幸恵

社外取締役（監査等委員） 伊香賀 照宏

社外取締役（監査等委員） 和田 信雄

社外取締役（監査等委員） 三浦 謙吾

（４）事業内容 グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

（５）資本金 734,016千円

（６）決算期 ９月30日

（７）親会社の所有者に帰属する持分（連結） 1,093,528千円(2023年９月30日時点)

（８）資産合計（連結） 3,746,996千円(2023年９月30日時点)
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４．会計処理の概要

本株式移転は、「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。

共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前

後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であり

ます。当社グループは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額

に基づき会計処理しております。

（連結子会社間の吸収合併）

(1) 取引の概要

①結合当事企業の名称及び事業の内容

(i) 存続会社

企業の名称 ナレッジスイート株式会社

事業の内容 デジタルトランスフォーメーション事業

(ⅱ)消滅会社

企業の名称 株式会社ＤＸクラウド

事業の内容 ビジネスチャット事業

②企業結合日

2023年６月１日

③企業結合の法的形式

ナレッジスイートを存続会社、ＤＸクラウドを消滅会社とする吸収合併

④結合後企業の名称

ブルーテック株式会社

⑤結合を行った主な理由

売上拡大への貢献を可能にする統合型ＳＦＡ/ＣＲＭクラウドサービス「Knowledge Suite(ナレ

ッジスイート)」を中心に、中堅・中小企業のＤＸを推進するＳａａＳビジネスアプリケーション

の開発・販売事業を展開しているナレッジスイートと、官公庁や金融、医療機関など高いセキュ

リティが求められる企業や中堅・中小企業を中心に、セキュア環境で運用可能なビジネスチャッ

トＳａａＳ「InCircle（インサークル）」を提供するＤＸクラウドを合併し、存続会社であるナレ

ッジスイートを『ブルーテック株式会社』に商号変更いたしました。

両社の統合により、人的資本の有効活用による組織のスリム化を図るとともに、ＳａａＳ開発

運用の技術力と先端技術によるプロダクト開発ノウハウを融合することで、更なるシナジー効果

を創出し、多様化する顧客ニーズへの対応と現在開発を進めている次世代型『Knowledge Suite』

のプロダクト開発スピード、及びＳａａＳ販売体制の強化を図ることで、セールステック事業の

業容拡大とより一層の市場シェア拡大を図るものです。
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(2) 実施した会計処理の概要

共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前

後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であり

ます。当社グループは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額

に基づき会計処理しております。

(会社分割による持株会社体制への移行)

2023年６月１日、当社は完全子会社であるナレッジスイートより関係会社の管理事業及び財務

管理事業を分割型吸収分割により承継（以下「本吸収分割」という。)しました。

(1) 取引の概要

①対象となった事業の名称及び事業の内容

関係会社管理事業及び財務管理事業の一部

②企業結合日

2023年６月１日

③企業結合の法的形式

当社を吸収分割承継会社、ナレッジスイートを吸収分割会社とする吸収分割

④結合後企業の名称

ＢＢＤイニシアティブ株式会社

⑤その他取引の概要に関する事項

当社グループが中長期的な視点でグループ経営を進化させ、企業としての価値の最大化を目指

すためには、グループ経営戦略機能と事業推進機能を分離する持株会社体制が最適と判断しまし

た。持株会社体制への移行のステップ１として2023年４月３日にナレッジスイートによる単独株

式移転の方法により当社が設立されました。ステップ２としてナレッジスイートとＤＸクラウド

の吸収合併を行い、本吸収分割は、持株会社体制移行の最終ステップとして、ナレッジスイート

の子会社を当社の直接の子会社とするグループ再編を実施するものであります。関係会社管理事

業及び財務管理事業を当社が承継することにより、ナレッジスイート（現ブルーテック株式会社）

はセールステック事業を牽引する役割に専念することが可能となり、当社は各種事業を営むグル

ープ会社の株式の保有を通じて、グループの中長期の方針策定とその実現に向け、グループ全体

の最適化と企業グループとしての価値最大化を実現する資源の再配分と機能・制度設計を進め、

グループの成長戦略を牽引します。

(2) 実施した会計処理の概要

共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前

後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であり
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ます。当社グループは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額

に基づき会計処理しております。
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貸 借 対 照 表

（2023年９月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 128,582 流 動 負 債 267,557

現 金 及 び 預 金 63,860 短 期 借 入 金 200,000

前 払 費 用 29,631 未 払 金 31,269

未 収 入 金 35,091 未 払 法 人 税 等 23,058

固 定 資 産 1,391,374 未 払 消 費 税 等 10,906

投 資 そ の 他 の 資 産 1,391,374 そ の 他 2,323

関 係 会 社 株 式 1,314,491 固 定 負 債 41,756

差 入 保 証 金 28,647 長 期 未 払 金 28,647

長 期 前 払 費 用 42,250 資 産 除 去 債 務 13,109

繰 延 税 金 資 産 5,985 負 債 合 計 309,313

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,210,643

資 本 金 734,016

資 本 剰 余 金 447,114

資 本 準 備 金 33,515

そ の 他 資 本 剰 余 金 413,599

利 益 剰 余 金 29,511

そ の 他 利 益 剰 余 金 29,511

繰 越 利 益 剰 余 金 29,511

純 資 産 合 計 1,210,643

資 産 合 計 1,519,957 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,519,957

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2023年４月３日から)2023年９月30日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 191,400

営 業 費 用 141,573

営 業 利 益 49,826

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0 0

営 業 外 費 用

資 産 除 去 債 務 履 行 差 額 4,977

そ の 他 161 5,139

経 常 利 益 44,686

税 引 前 当 期 純 利 益 44,686

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,160

法 人 税 等 調 整 額 △5,985 15,175

当 期 純 利 益 29,511

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年４月３日から
2023年９月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 － － － － － － － －

当 期 変 動 額

株式移転による増減 700,696 195 413,599 413,794 1,114,491 1,114,491

当 期 純 利 益 29,511 29,511 29,511 29,511

株 式 報 酬 取 引 33,320 33,320 33,320 66,640 66,640

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 734,016 33,515 413,599 447,114 29,511 29,511 1,210,643 1,210,643

当 期 末 残 高 734,016 33,515 413,599 447,114 29,511 29,511 1,210,643 1,210,643

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

２.収益及び費用の計上基準

当社の営業収益は子会社からの経営指導料です。

経営指導料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が

実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

３.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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（会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に

係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1)関係会社株式 1,314,491千円

当社は、重要な会計方針1.に記載しているとおり、関係会社株式を原価法によって評価しておりま

すが、発行会社の財政状態の悪化による実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠

によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しておりま

す。ただし、関係会社の株式の実質価額の算定にあたっては、将来の事業計画に基づく超過収益力等

を反映させておりますので、超過収益力等の見積りには、将来の不確実な経済条件の変動などによっ

て影響を受ける可能性があります。そのため、将来の事業計画などの見積りの前提条件に変化があっ

た場合は、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(2)繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産 5,985千円

なお、(2)において識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報は、連結注記表（会計

上の見積りに関する注記）に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く。）

短期金銭債権 35,090千円

短期金銭債務 29,003千円

長期金銭債務 28,647千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引

売上高 191,400千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 200株
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 千円

未払事業税 1,337 〃

株式報酬費用 2,828 〃

資産除去債務 4,014 〃

繰延税金資産合計 8,179 〃

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △2,194 〃

繰延税金負債合計 △2,194 〃

繰延税金資産の純額 5,985 〃
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（関連当事者との取引に関する注記）

１．関連会社等

（単位：千円）

属 性 会社の名称
議決権等の所有

（被所有）割合

関 係 内 容
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員の兼任等 事業上の関係

子会社 ブルーテック㈱
所有

直接 100%
あ り 経営管理

経営指導料等の

受 取 り
104,000 未収入金 21,450

子会社 (株)アーキテクトコア
所有

直接 100%
あ り 経営管理

経営指導料等の

受 取 り
65,400 未収入金 11,990

（注）１.取引条件及び取引条件の決定方針

経営指導料等については、経営活動全般に関する指導、助言に対する対価として業務の内

容を勘案し決定しております。

２.取引金額は消費税等抜きの金額です。

（収益認識に関する注記）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、個別注記表「重要な

会計方針に係る事項に関する注記 3. 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 229円46銭

１株当たり当期純利益 5円66銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年11月27日

ＢＢＤイニシアティブ株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 岩﨑 剛 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 小野 潤 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＢＢＤイニシアティブ株式会社の2022年

10月１日から2023年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算

書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ

た、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ＢＢＤイニシア

ティブ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の

状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国

際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、

国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項

を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監

査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ

た、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかと

ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が

基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年11月27日

ＢＢＤイニシアティブ株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 岩﨑 剛 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 小野 潤 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＢＢＤイニシアティブ株式会社の

2023年４月３日から2023年９月30日までの第１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年10月１日から2023年９月30日までの第１期事業年度

における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以

下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に

関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると

ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等

と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、

連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

2023年11月30日

ＢＢＤイニシアティブ株式会社 監査等委員会

監査等委員 伊 香 賀 照 宏 ㊞

監査等委員 和 田 信 雄 ㊞

監査等委員 三 浦 謙 吾 ㊞

(注) 監査等委員 伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に

規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

(1)提案の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下、「改正産競法」といい

ます。）の公布及び施行を受け、上場会社は定款に定めることにより場所の定めのな

い株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められることにな

りました。これにより、株主の皆さまを取り巻く様々な環境変更を考慮の上、株主

の皆さまの利益の確保に照らして最良な手段としてバーチャルオンリー株主総会を

開催し、これに対し株主の皆さまはインターネット等の手段を用いて株主総会へ出

席いただくことが可能となります。

改正産競法を有意義に活用した定款変更を行うことにより、株主総会のご出席を

諸事情により見送られてきた株主さま等に対しても安心して出席いただける環境を

整え、株主総会の活性化、効率化、円滑化につながるよう、定款第12条の第２項を

追加するものです。

また、本議案による定款一部変更は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受ける

ことを条件として、効力を生じるものとします。

なお、当社提案と同様の議案を上程した企業に対し、一部の議決権行使助言会社

により懸念が呈されている件については、当社としても十分に審議を重ねたうえ、

本提案は当社と株主の皆さまとの間の有意義な対話を妨げるものではなく、本議案

が承認可決された後は、株主の皆さまとの交流機会の創出を念頭に、株主総会の開

催方針を機動的かつ柔軟に決定できるとの見解に至っています。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

第３章 株主総会 第３章 株主総会

（招集）

第１２条 当会社の定時株主総会は毎年１２月にこ

れを招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に

随時これを招集する。

（新設）

（招集）

第１２条 当会社の定時株主総会は毎年１２月にこ

れを招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に

随時これを招集する。

２ 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主

総会とすることができる。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３

名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名

の選任をお願いするものであります。なお本議案に関しましては、当社の監査等委

員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。本候補者の選定に先立ち、当社取締役

会の諮問機関である指名報酬委員会での審議を経て、各候補者を決定しております。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

いな ば ゆう いち

稲 葉 雄 一
(1968年４月29日)

1998年２月 ㈱博報堂キャプコ（現 ㈱博報堂DYキャプ

コ） 入社

1,375,747株

1998年７月 ㈱メンバーズ 入社

1999年２月 ㈱インピリック電通（現 ㈱電通ダイレク

ト） 入社

2001年４月 ㈱電通テック 入社

2006年10月 ブランドダイアログ㈱（現ブルーテック

㈱）設立 代表取締役社長

2021年１月 ㈱イタミアート 社外取締役（現任）

2022年10月 ブーストマーケティング㈱ 代表取締役社

長（現任）

2023年４月 当社 代表取締役社長 グループCEO（現

任）

（重要な兼職の状況）

ブーストマーケティング㈱ 代表取締役社長

㈱イタミアート 社外取締役
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

やなぎ さわ たか し

柳 沢 貴 志
(1974年９月８日)

1997年４月 ㈱NTTメディアスコープ（現 ㈱NTTアド）

入社

212,500株

2001年７月 ㈱電通テック 入社

2007年11月 ブランドダイアログ㈱（現ブルーテック

㈱）入社 常務取締役

2008年５月 同社 取締役マーケティング本部長

2016年12月 同社 取締役執行役員コーポレートビジネ

スユニット長

2018年６月 ㈱フジソフトサービス（現 ㈱アーキテク

トコア）監査役

2018年10月 ビクタス㈱（現 ㈱アーキテクトコア）監

査役（現任）

2018年12月 ナレッジスイート㈱（現ブルーテック㈱）

常務取締役執行役員

2021年３月 ㈱インプリム 監査役（現任）

2022年10月 ブーストマーケティング㈱ 取締役（現任）

2023年４月 当社 取締役（現任）

2023年４月 ナレッジスイート㈱（現ブルーテック㈱）

監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

ブルーテック㈱ 監査役

㈱アーキテクトコア 監査役

ブーストマーケティング㈱ 取締役

㈱インプリム 監査役
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

さ とう ゆき え

佐 藤 幸 恵
(1970年９月21日)

2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査

法人) 入社

2,017株

2014年８月 公認会計士登録

2015年７月 佐藤幸恵公認会計士事務所 所長

2016年７月 ㈱ロジック 監査役

2019年１月 ナレッジスイート㈱（現ブルーテック㈱）

入社 執行役員 経営戦略室 室長

2019年６月 同社 執行役員 コーポレートビジネスユニ

ット 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室

長

2019年７月 ㈱アーキテクトコア 取締役（現任）

2021年10月 ナレッジスイート㈱（現ブルーテック㈱）

コーポレート本部 本部長 経理財務部 部

長 兼 経営戦略室 室長（現任）

2023年４月 当社 取締役 グループCFO（現任）

2023年４月 ナレッジスイート㈱（現ブルーテック㈱）

取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

ブルーテック㈱ 取締役

㈱アーキテクトコア 取締役

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．各取締役候補者は、現在、当社の取締役であり、当社は、同氏らが被保険者に含まれる会

社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお

ります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為

を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金

や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担してお

りますが、各取締役候補者の再任が承認された場合、各取締役候補者は引き続き当該保険

契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に

同様の内容で更新することを予定しております。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の

報酬等の額は、当社定款附則第２条において、当社設立の日から本総会終結の時ま

で、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）

と定められておりますが、当規定は本総会終結の時をもって削除されるため、改め

て取締役の報酬等の額につきましてお諮りするものであります。総額はこれまでと

同額とし、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな

い。）といたしたいと存じます。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給基準、現在の役員の員数及

び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で決

定しており、相当であるものと判断しております。

なお、本議案につきましては、監査等委員である取締役全員から、特段指摘すべ

き事項はない旨の意見表明を受けております。

当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は「事業報告４．会社役

員に関する事項(4)当事業年度に係る取締役の報酬等」に記載のとおりであります。

また、上記報酬枠とは別枠で、取締役に対する株式報酬制度を導入することにつ

いて、第４号議案にて付議いたします。

現在の取締役は３名（うち社外取締役０名）でありますが、第２号議案が原案ど

おり承認可決されますと、取締役は３名（うち社外取締役０名）となります。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付

与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に

対する報酬等として、当社定款附則第２条において、当社設立の日から本総会終結

の時まで、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな

い。）の金銭報酬とは別枠で、一定の譲渡制限期間及び当会社による無償取得事由等

の定めに服する当会社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を対象取締役

に対して付与するための報酬を支給するものとし、対象取締役に対する譲渡制限付

株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30百万円以内（た

だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とすると定められております

が、当規定は本総会終結の時をもって削除されるため、改めて、第３号議案「取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件」で提案させていただ

く報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること（以下

「本制度」という。）につきましてお諮りするものであります。

本制度の導入は、当社の中長期的な株主価値及び企業価値の向上に対する対象取

締役の貢献意欲を高めるとともに、優秀な経営人財のリテンションを図ること及び

対象取締役の自社株式保有の促進により株主の皆様との利害共有意識を一層高める

ことを目的としております。

当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は「事業報告４．会社役

員に関する事項(4)当事業年度に係る取締役の報酬等」に記載のとおりであります。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給基準、現在の役員の員数及

び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で決

定しており、相当であるものと判断しております。

なお、本議案につきましては、監査等委員である取締役全員から、特段指摘すべ

き事項はない旨の意見表明を受けております。

現在の対象取締役は３名（うち社外取締役０名）でありますが、第２号議案が原

案どおり承認可決されますと、対象取締役は３名（うち社外取締役０名）となりま

す。

①譲渡制限付株式の割当て及び払込み

対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として年額30百万円以内（た

だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）の範囲内で金銭報酬債権を支

給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することに

より、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
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なお、譲渡制限付株式の払込金額は、株式の発行又は自己株式の処分に係る当会

社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当会社普通株式の

終値（同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値）を基礎として、当

該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当

会社取締役会において決定する。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること

及び下記③に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件

として支給する。

②譲渡制限付株式の総数

対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の30,000株を、各事業年度において

割当てる譲渡制限付株式の上限とする。

ただし、本議案の決議の日以降、当会社普通株式の株式分割又は株式併合が行わ

れた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要

とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるもの

とする。

③譲渡制限付株式割当契約の内容

当会社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限

付株式割当契約は、以下の内容とする。

（ア）譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、３年間から10年間までの間で

当会社の取締役会が定める期間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）、譲渡制

限付株式割当契約により割当てを受けた当会社の普通株式（以下、「本割当株式」

といいます。）について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、

生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとする。

（イ）譲渡制限付株式の無償取得

当会社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が

満了する前に当会社又は当会社子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位

から退任又は退職した場合には、当会社の取締役会が正当と認める理由がある場

合を除き、当会社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

また、本割当株式のうち上記（ア）の譲渡制限期間が満了した時点において下

記（ウ）の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないも

のがある場合には、当会社はこれを当然に無償で取得する。
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（ウ）譲渡制限の解除

当会社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、

継続して、当会社又は当会社子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位に

あったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了し

た時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、対象取締役が、当会社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡

制限期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解

除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調

整する。

（エ）組織再編等における取扱い

当会社は、本譲渡制限期間中に、当会社が消滅会社となる合併契約、当会社が

完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事

項が当会社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当会社の株主総会によ

る承認を要さない場合においては、当会社の取締役会）で承認された場合には、

当会社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承

認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織

再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。上記に規定する場合には、

当会社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除され

ていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（オ）その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当会社の取締役会において定めるものと

する。

（ご参考）

本定時株主総会において本議案についてご承認をいただいた場合には、当社の子

会社の役員及び従業員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式を割当てる予定

であります。
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第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、当社定款附則第２条において、

当社設立の日から本総会終結の時まで、年額30百万円以内と定められておりますが、

当規定は本総会終結の時をもって削除されるため、改めて監査等委員である取締役

の報酬等の額につきましてお諮りするものであります。総額はこれまでと同額とし、

年額30百万円以内といたしたいと存じます。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給基準、現在の役員の員数及

び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で決

定しており、相当であるものと判断しております。

なお、本議案につきましては、監査等委員である取締役全員から、特段指摘すべ

き事項はない旨の意見表明を受けております。

また、当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

は「事業報告４．会社役員に関する事項(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等」に

記載のとおりであります。

現在の監査等委員である取締役は３名（うち社外取締役３名）であります。

以 上
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（ご参考）

取締役及び取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）
第２号議案が原案どおり承認可決された場合の当社の取締役及び監査等委員であ

る取締役が有している専門性及び経験は以下となります。

＜取締役及び取締役候補者のスキルマトリックス＞

地位 氏名

取締役及び取締役候補者に期待するスキル・経験

企業経営 業界経験 ガバナン

ス・

コンプ

ライアン

ス

財務・

会計・

税務・

M&A

人的資

本・

人財開発

マーケ

ティング

営業・

データ戦

略

ダイバー

シティ

ESG・

サステナ

ビリティ

代表取締役社長

グループCEO
稲葉雄一 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 ◎

取締役 柳沢貴志 〇 ◎ 〇 ◎ ◎

取締役

グループCFO
佐藤幸恵 〇 ◎ ◎ 〇 ◎

取締役

監査等委員
伊香賀照宏 ◎ ◎

取締役

監査等委員
和田信雄 〇 ◎ 〇

取締役

監査等委員
三浦謙吾 ◎ 〇 〇

＜スキルマトリックスの定義＞

項目 選定理由

企業経営 企業経営の経験有無

業界経験 BtoB SaaS、SalesTech等、IT業界またはDXに関する専門性

ガバナンス・コンプライア

ンス

コンプライアンス・リスクマネジメント・ガバナンス（コーポレート、セキ

ュリティ、プライバシー）に関する専門性

財務・会計・税務・M&A 会計、財務、税務及びM&Aに関する専門性

人的資本・人財開発 人的資本経営、労務・採用・人財開発等に関する専門性

マーケティング セールス・マーケティング業務に関する専門性

営業・データ戦略 IT・DX業界における営業・データ戦略、テクノロジー戦略に関する専門性

ダイバーシティ コンプライアンス・リスクマネジメント・法律に関する専門性

ESG・サステナビリティ 環境・社会（人的資本）、サステナビリティ・ESGに関する専門性
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N

ＡＰ虎ノ門
ＮＳ虎ノ門ビル

（日本酒造虎ノ門ビル）11階

経済産業省

日本郵政
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りそな
銀行

7出口

A4出口

新橋駅
西口広場
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郵便局 西新橋

スクエア

みずほ銀行

9出口

日比谷公園桜
田
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会場：東京都港区西新橋一丁目６番15号 ＮＳ虎ノ門ビル

（日本酒造虎ノ門ビル）ＡＰ虎ノ門 11階 ルームＢ

TEL 03-3501-2109

(ご注意) 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう、お

願い申しあげます。

交通 東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」(９出口) 徒歩約３分

都営三田線 「内幸町駅」(Ａ４ａ出口) 徒歩約３分

ＪＲ・東京メトロ銀座線 「新橋駅」 徒歩約８分
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